
 

 

委託業務成果報告書 

 

１．委託業務概要 

教育行政を取り巻く社会環境の多様化・複雑化や、少子高齢化・過疎化の進展などによ

り、単独の自治体のみでは解決に向けた対応に限界がある課題等に対応するため、東筑摩

塩尻教育会管内の自治体（塩尻市、朝日村、山形村、筑北村、麻績村、生坂村及び塩尻市

辰野町中学校組合の 1 市 5 村 1 組合）同士が柔軟かつ積極的な連携体制を構築し、課題

解決に向けた取り組みを進める。 

 

２．委託業務の実施日程 

  

月 実施内容 備考 

７月 ・グループ研究開始（7/7校務支援Ｇ、7/19共同調達Ｇ、7/20

学校徴収金Ｇ） 

・塩尻市振興公社「ＫＡＤＯ」によるサポート開始 

 

８月 ・グループ研究（8/24学校徴収金Ｇ）  

９月 ・塩筑南部教育事務支援室運営委員会【拡大版】で進捗報告

（9/4東筑ブロックも含め管内全ての教委担当者及び学校事務

職員が参加） 

・グループ研究（9/4運営委員会終了後、全４グループ） 

校務支援グルー

プは２つのグル

ープ（校務支援

とＧＩＧＡ運営

支援センター連

携）に分かれて

活動開始 

10月 ・グループ研究（10/3全４グループ、10/12共同調達Ｇ）  

11月 ・塩筑南部教育事務支援室運営委員会【拡大版】で進捗報告

（11/1 東筑ブロックも含め管内全ての教委担当者及び学校事

務職員が参加） 

・グループ研究（11/1全４グループ、11/17ＧＩＧＡ連携Ｇ） 

 

12月 ・グループ研究（12/4学校徴収金Ｇ、12/5共同調達Ｇ、12/19

校務支援Ｇ） 

 

１月 ・グループ研究（1/15全４グループ）  

２月 ・グループ研究（2/1全４グループ） 

・塩筑南部教育事務支援室運営委員会【拡大版】で最終報告

（2/28 東筑ブロックも含め管内全ての教委担当者及び学校事

務職員が参加） 

 

３月 ・塩尻市振興公社「ＫＡＤＯ」によるサポート終了 

・文部科学省へ実績報告 

 

 



３．委託業務の実績の詳細 

（１）本業務を実施する前の現状及び課題 

   現在、教育行政を取り巻く社会環境が多様化・複雑化していることに加え、少子高齢

化・過疎化の進展などにより、単独の自治体のみでは新たな課題の解決に向けた対応に

限界があることから、自治体同士の連携を柔軟かつ積極的に進めていく必要がある。 

本市では、相互の研鑽により職能の向上に努め、もって東筑摩郡の教育の充実を図

り、郷土文化の進展に貢献することを目的として、明治１７年に設立された東筑摩塩尻

教育会のつながりを大切にしており、現在も構成市村間で連携を図っている。 

また、学校事務の分野においては、距離的に近い本市、山形村及び朝日村の塩尻・中

央ブロックと、生坂村、筑北村及び麻績村の東筑ブロックとが、それぞれ学校事務職員

による事務研究部会を立ち上げて、ブロック内の学校間での連携を深めている。 

特に、塩尻・中央ブロックでは、令和２年度に塩筑南部教育事務支援室を立ち上げ、

学校事務職員を管内全校の兼務発令とし、共同処理や相互支援を可能にしたほか、本市

を含む１市２村１組合の教育委員会が参画することにより、学校の働き方改革に向け

た取り組みを推進している。 

一方で、東筑ブロックは３村６校による小規模な研究部会であること、東筑ブロック

の研究部会には教育委員会が参画できていないこと、塩尻・中央ブロックと東筑ブロッ

クとの距離が遠く、緊密した連携体制が構築できていないことなど、東筑摩塩尻教育会

全体を見ると課題が多い。 

（２）本業務を通じて達成すべき目標 

令和５年度は、デジタル技術を活用し東筑摩塩尻教育会管内の教育委員会及び学校

間の連携体制を強化し、情報共有や課題検討を行う。 

また、本市にある一般財団法人塩尻市振興公社と連携し、校務のデジタル化やクラウ

ドソーシング化に向けた実証を行うことなどにより、東筑摩郡塩尻教育会全体の学校

の働き方改革を実現するための方向性を示す。 

（３）本業務の具体的な実施内容 

  ア 塩筑南部教育事務支援室運営委員会【拡大版】の開催（9月、11月、2月） 

    塩尻市、塩尻市辰野町中学校組合、朝日村及び山形村の教育委員会職員及び学校事

務職員で組織している塩筑南部教育事務支援室の運営委員会に、筑北村、麻績村及び

生坂村の教育委員会職員及び学校事務職員がオンラインで参加し、グループ研究に

関する意見交換や教育課題に関する情報共有等を行った。 

  イ 「ＫＡＤＯ」による業務支援（通年） 

本市にある一般財団法人塩尻市振興公社が運営している地域の時短就労者を対象

とした自営型テレワーク推進事業「ＫＡＤＯ」が、本委託事業に係る入力業務支援、

オンライン会議運営支援、会計用Ｅｘｃｅｌマクロファイル改修支援などを行った。 

  ウ グループ研究（活動は通年。グループ会議は月１回程度。） 

  （ア）共同調達グループ 

     公費や私費（学年費会計など）で調達する物品のうち、どの学校でも毎年購入す

る物品を共同調達することにより、調達コスト（お金・事務負担等）の削減を図る

取り組みを研究しているグループ。本委託業務では、「①卒業証書の試行的な共同



調達」及び「②卒業証書ホルダーの共同調達」の検討を行った。 

  （イ）学校徴収金グループ 

     学年費などの学校徴収金について、内容や額の適正化、会計事務の効率化、将来

の公費化・共同処理化・アウトソーシング化などを見据えた研究をしているグルー

プ。本委託事業では、「①学年費会計支出内容の比較分析」、「②公費私費区分の

見直しと学年会計ソフトの改修」及び「学校徴収金の公費化・共同処理化・アウト

ソーシング化の検討」を行った。 

  （ウ）校務支援グループ 

     長野県内の市町村が共同利用している校務支援システム（Ｃ４ｔｈ）の活用を軸

とした学校ＤＸについて研究しているグループ。本委託業務では、「①校務支援シ

ステムの活用方法検討」、「②情報に係る校務分掌の見直し」及び「③セキュリテ

ィポリシーの見直し」を行った。 

（４）本業務の実施に伴う成果 

教育委員会職員や学校事務職員が、自治体や学校を超えて定期的に好事例や課題

を共有し、連携して臨むことにより、単独の自治体や学校のみでは対応に限界があっ

た次の教育課題などについて、解決に向けた取り組みを進めることができた。 

  ア 教職員の負担軽減 

  （ア）卒業証書の共同調達を検討する過程で、学校長が手書きした卒業証書の児童生

徒氏名を担任が確認しながら押印している学校が多く見られたため、管内一部

中学校の取り組みを参考に、共同調達の際、校務支援システムから出力した正し

い児童生徒氏名を印字するとともに、校長印についても印刷とすることで、担任

による確認・押印の手間を削減することができた。 

  （イ）学校徴収金の公費化・共同処理化・アウトソーシング化を検討する過程で、現 

金で集金や支払いをしている学校があったことから、既にインターネットを利

用した口座振替で集金・支払いをしている学校の事務職員がサポートし、令和６

年度から口座振替で集金できるよう準備することができた。 

  （ウ）校務支援システムの活用について検討する過程で、校務分掌上、学校における 

「情報教育の推進」と「情報機器の管理」が１つの係となっており、担当教員個

人にかかる業務負担が年々大きくなっていることが判明したことから、「情報教

育の推進」は教員が、「情報機器の管理」は主に学校事務職員が担当する校務分

掌案を市教委と共に検討した。あわせて、一人一台端末の活用が進むにつれ「情

報機器の管理」に係る業務量が急増しており、教職員だけでは対応に限界がある

ことを管内教育委員会と共有し、ＧＩＧＡスクール運営支援センターの共同設

置に向けた合意形成を図ることができた。 

  イ 学校ＤＸへの対応 

  （ア）管内全校が使用している校務支援システムを有効活用するための準備として、

入力項目を統一したのち、顔写真を含む児童生徒情報を一部クラウドソーシン

グにより校務支援システムに入力し、電子化することができた。 

  （イ）令和４年３月に一部改訂された文部科学省の「教育情報セキュリティポリシー

に関するガイドライン」に基づき作成した塩尻市の情報セキュリティポリシー



案を共有し、管内小中学校における実際の運用とポリシーが求めている水準と

の差異を確認するなど、改訂（未策定の自治体は策定）に向けた具体的な検討を

進めることができた。 

  ウ 保護者の負担軽減 

（ア）卒業証書の共同調達を検討する過程で、揮毫を外部委託し、その経費を保護者

が負担している学校がみられたが、共同調達により保護者の経済的負担を軽減

することができた。 

（イ）公費私費区分の見直しと学年会計ソフトの改修を検討する過程で、学年費の支

出内容について精選を図り、市内統一して一部物品を公費で購入することによ

り保護者の経済的負担を軽減することができた。 

（ウ）校務支援システムの活用方法検討の一環として、保護者が記入して提出する

「新入生児童調査票」の電子申請化（令和 6年度新入生より実証実験）を進める

ことにより、入学時の保護者の各調査書類記入の手間を軽減することができる。 

（５）本事業実施後の方向性、新たな課題 

本事業で実施したグループ研究においては、多くの場面で「自治体が違うこと」に起

因する「学校間の差」が障害となった。 

一例を挙げると、計画当初、学校徴収金の会計処理については共同化・クラウドソー

シング化を目指していたが、「給食費を公会計化や無償化している自治体の学校とそう

でない自治体の学校の差」や、「学校徴収金を口座振替している自治体の学校と現金で

集金し現金で支払っている自治体の学校の差」などから、共同化・クラウドソーシング

化を検討する前に、まずは標準化・統一化について検討する必要が生じ、計画の変更を

余儀なくされた。 

この課題は学校事務分野よりもＧＩＧＡスクール分野で顕著で、小さな自治体が他

とは異なるネットワーク環境を構築したり、使用率が少ない教育用アプリケーション

を導入したりすることは、自治体間連携を難しくしてしまうため、可能な限り連携する

自治体間で同一の環境を構築する必要がある。 

また、塩筑南部教育事務支援室の活動反省アンケートでは、「先進的な取り組みを知

ることができて勉強になった。」という意見があった一方で、「塩尻市に効果が限定さ

れる研究については、塩尻市の組織で活動していただきたい。」という意見もあった。

規模が異なる自治体が連携する際は、主導する自治体にとっても、参加する自治体にと

ってもメリットがあるテーマや活動を精選する必要がある。 

以上のことを踏まえ、今後はより一層管内の教育委員会及び所管学校間のつながり

を強め、単独の自治体のみでは対応に限界がある新たな共通課題については、可能な限

り早い段階から連携し、解決に向けて取り組んでいく。 


